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4 ごみの関係法令と計画の位置づけ 

本基本計画は、国や埼玉県が策定する各種計画及び基本方針等を踏まえ、本庄市総合振興計画

後期基本計画（令和 5（2023）年 3 月）及び本庄市環境基本計画（中間見直し）（令和 5（2023）

年 3月）並びに児玉郡市広域市町村圏組合一般廃棄物処理基本計画（令和 4（2022）年 3月）（以

下、児玉郡市広域市町村圏組合を「組合」という。）との整合を図っています。 

また、本基本計画の中で「本庄市食品ロス削減推進計画」を定めます。 

 

 
図 1-1-3 計画の位置付け 

  

本市の計画

埼玉県の計画

法律・国の指針
環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

第9次埼玉県廃棄物処理基本計画

（令和3年3月）

廃棄物処理施設整備計画

廃棄物処理法（基本方針）

廃棄物処理法

本庄市総合振興計画

後期基本計画

（令和5年3月）

本庄市環境基本計画

（中間見直し）

（令和5年3月）

資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

小型家電リサイクル法

グリーン購入法

＜再生利用の推進＞

＜個別物品の特性に応じた規制等＞

＜国が率先して再生品などの調達を推進＞

児玉郡市広域市町村圏組合

一般廃棄物処理基本計画

（令和4年3月）

ごみ処理基本計画

ごみ処理実施計画

生活排水処理基本計画

生活排水処理実施計画

本庄市一般廃棄物処理基本計画

災害対策基本法

埼玉県地域防災計画

埼玉県災害廃棄物処理指針

本庄市地域防災計画

本庄市災害廃棄物処理計画

プラスチック新法

食品ロス削減推進法

本庄市食品ロス削減推進計画

【修正後】 【修正前】主体ごとの色分けについて見直しを行いました。
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(1)年間排出量 

 

 
(2) 1 人 1 日当たりの排出量 

 
図 2-2-3 家庭系直接搬入ごみ排出量の推移 
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【修正後】 【修正前】上下が同じ図になってしまっていたものを、適切なものに修正しました。


